
令和 2 年 4 月 1 日、「滋賀県公文書等の管理に関する条例」（公文書管理条例）の施行に合わせて、滋賀県

立公文書館が開館しました。開館後初となる本展示では、本県の公文書管理の歴史を振り返ります。 

大正期の文書事務改革をはじめ、県の公文書がどのような手続きを経て、現在まで受け継がれてきたのかに

ついて、本県の歴史公文書をもとにご紹介したいと思います。 

                            

                            

                            

 



 

 

 

                            

                            

簿
書
専
務
の
設
置 

  

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
閏
四
月
に
発
足
し
た
大
津
県
時

代
に
、
県
の
文
書
事
務
を
担
っ
た
の
は
「
書
記
」
と
い
う
官

職
で
す
。
そ
の
職
掌
は
「
事
ヲ
受
テ
上
抄
（
筆
写
）
シ
、
文

案
ヲ
勘
案
（
検
討
）
シ
、
部
内
布
告
掲
示
等
ノ
事
ヲ
掌
ル
」

と
さ
れ
、
公
文
書
の
作
成
と
周
知
が
主
な
役
割
で
し
た
。 

 

大
津
県
で
初
代
書
記
を
務
め
た
の
は
、
広
島
藩
出
身
の
湯

浅
常
太
郎
で
す
。
湯
浅
は
、
慶
応
四
年
五
月
よ
り
、
し
ば
ら

く
書
記
を
務
め
た
後
、
判
事
試
補
を
経
て
、
同
年
十
二
月
よ

り
再
度
書
記
を
務
め
ま
し
た
。 

し
か
し
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
八
月
に
湯
浅
が
解
職

さ
れ
た
後
は
、
新
た
な
書
記
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

し
ば
ら
く
文
書
事
務
担
当
の
官
員
は
不
在
の
状
態
が
続
き
ま

し
た
。
明
治
四
年
十
二
月
に
な
り
、
よ
う
や
く
円
満
院
宮
家

士
で
あ
っ
た
伊
藤
紀
が
「
筆
記
」
と
し
て
出
仕
し
て
い
ま
す
。

詳
し
い
職
掌
は
不
明
で
す
が
、
そ
の
後
の
伊
藤
は
、
退
官
ま

で
一
貫
し
て
県
の
文
書
事
務
を
担
当
し
て
お
り
、
文
書
関
連

の
官
職
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

明
治
五
年
一
月
、
大
津
県
か
ら
改
称
し
た
滋
賀
県
で
は
、

県
治
条
例
に
基
づ
き
、
新
た
な
職
制
が
定
め
ら
れ
ま
す
。
県

庁
の
事
務
は
、
庶
務
・
聴
訟
・
租
税
・
出
納
・
監
察
の
五
課

に
分
け
ら
れ
、
文
書
を
取
り
扱
う
部
署
と
し
て
、
庶
務
課
に

「
簿
書
専
務
」
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
大
津
県
書
記
の
職
掌

に
加
え
、「
総
テ
庁
中
ノ
簿
書
ヲ
編
正
ス
ル
」
こ
と
が
明
記
さ

れ
て
お
り
、
本
格
的
に
文
書
管
理
専
門
の
官
職
が
登
場
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

③「伊藤紀の出仕」明治期 

【明え 156合本 4（1）】 

④「滋賀県職制」明治 5年 1月 

【明い 246合本 3（1）】 

①「県令所規則」慶応 4年 8月 

【明お 41合本 2（2）】 

 

②「大津県書記・湯浅常太郎」明治期 

『滋賀県史』55【資 115】 



 

 

 

                            

                            

布
達
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル 

   

簿
書
専
務
の
事
務
は
、
狭
義
の
文
書
管
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、

「
布
達
」（
明
治
八
年
以
前
は
布
令
）
と
呼
ば
れ
る
法
令
の
告

示
に
深
く
関
わ
り
ま
し
た
。
布
達
の
文
案
は
、
戸
籍
専
務
や

社
寺
専
務
な
ど
、
各
事
務
の
担
当
部
署
が
作
成
し
、
そ
の
発

令
に
は
県
令
の
決
裁
を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

布
達
書
が
作
成
さ
れ
る
際
は
、
簿
書
専
務
が
そ
の
文
面
に

目
を
通
し
、
誤
り
が
な
い
か
確
認
（「
勘
署
」）
す
る
役
割
を

担
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
同
専
務
は
、
布
達
草
案
（
後
の
原
議
）

の
清
書
も
こ
な
し
、
少
な
く
と
も
明
治
十
一
年
以
後
は
、
す

べ
て
の
布
達
草
案
を
清
書
し
て
い
ま
す
。 

 

簿
書
専
務
の
確
認
後
、
布
達
は
「
布
達
書
」（
布
令
書
）
と

し
て
印
刷
に
付
さ
れ
、
区
・
町
村
ご
と
に
戸
数
に
応
じ
た
部

数
が
頒
布
さ
れ
る
と
と
も
に
、
各
地
の
掲
示
場
（
明
治
八
年

廃
止
）
で
告
示
さ
れ
ま
し
た
。
布
達
書
は
、「
布
達
番
号
録
（
簿
）」

で
管
理
さ
れ
、
簿
書
専
務
の
手
で
発
令
日
や
文
書
番
号
、
文

書
件
名
、
印
刷
部
数
な
ど
が
書
き
込
ま
れ
ま
し
た
。
印
刷
さ

れ
た
布
達
書
は
、
簿
冊
に
綴
じ
て
管
理
さ
れ
ま
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
県
が
所
蔵
し
て
い
る
「
布
達
編
冊
」

は
、
明
治
七
年
以
前
は
欠
番
が
多
々
あ
り
、
全
て
の
布
達
書

（
布
令
書
）
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

明
治
八
年
四
月
の
太
政
官
達
を
受
け
て
、
新
た
に
編
綴
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
同
達
で
太
政
官
は
、
記
録
文
書
が

失
わ
れ
れ
ば
、「
後
日
ノ
照
会
」
が
で
き
ず
、
事
務
上
の
困
難

が
生
じ
る
と
し
て
、
保
存
方
法
を
設
け
て
大
切
に
保
管
す
る

よ
う
府
県
に
強
く
求
め
た
の
で
す
。 

⑤「稟議の様式」明治 6年 8月 3日 

【明い 46合本 3（18）】 

⑧「記録書目進達書」 

明治 9年 5月 19日【明う 58（17）】 

⑥「伊藤紀の過失」明治期 

【明え 149（35）】 

⑦「布達番号簿」明治 5年 

【明い 34（1）】 

【明い 246合本 2（2）】 

 



 

 

 

               

        

 

    

            

    

 

 

         

 

簿
書
専
務
の
お
仕
事 

  

簿
書
専
務
の
事
務
は
多
岐
に
わ
た
り
、
官
員
履
歴
の
編
製

も
そ
の
一
つ
で
し
た
。
彼
ら
が
ま
と
め
た
履
歴
の
な
か
で
、

最
も
古
い
も
の
が
資
料
⑨
で
す
。「
従
い
の
部
至
つ
の
部
」（
い

～
つ
）、「
従
な
の
部
至
あ
の
部
」（
な
～
あ
）、「
従
さ
の
部
至

す
の
部
」（
さ
～
す
）
の
三
分
冊
が
あ
り
、
明
治
八
年
ま
で
に

出
仕
し
た
判
任
官
（
下
級
官
吏
）
の
履
歴
が
綴
ら
れ
て
い
ま

す
。 

 

「
印
鑑
」（
公
印
）
の
管
理
も
、
簿
書
専
務
の
担
当
で
し
た
。

資
料
⑩
は
、
明
治
八
年
五
月
～
同
二
十
七
年
十
月
の
印
鑑
管

理
簿
で
す
。
印
字
に
は
「
滋
賀
県
権
参
事
酒
井
明
」
な
ど
、

「
官
職
名
＋
人
名
」
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
職
名
の
み
の
現

在
の
公
印
と
の
違
い
が
見
て
取
れ
ま
す
。 

 

資
料
⑪
は
、
簿
書
専
務
が
編
集
し
た
県
庁
の
公
的
記
録
で

す
。「
日
誌
」
と
い
う
資
料
名
か
ら
想
像
さ
れ
る
通
り
、
日
々

の
出
来
事
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
内
容
の
大
半
を
占
め

る
の
は
、
そ
の
日
発
布
さ
れ
た
布
達
書
・
達
書
の
写
し
で
す
。

布
達
書
が
綴
ら
れ
た
「
布
達
編
冊
」
が
文
書
の
宛
先
ご
と
（
文

書
記
号
「
甲
」「
乙
」
等
）
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

本
資
料
は
全
て
の
文
書
が
時
系
列
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

簿
書
専
務
の
文
書
事
務
は
、
各
課
が
作
成
し
た
布
達
書
の

確
認
（「
勘
署
」）
に
と
ど
ま
ら
ず
、
官
省
・
府
県
と
の
一
部

の
往
復
文
書
や
、
庁
内
向
け
の
達
書
の
文
案
作
成
に
も
関
わ

っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
文
書
に
は
、「
文
案
県
令
自
作
」

と
記
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
①
県
令
、
②
参
事
・
権

参
事
、
③
簿
書
専
務
の
三
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

⑩「滋賀県印譜」明治 8年 5月 

【明お 41合本 1（1）】 

 

⑪「滋賀県日誌」明治 10年 

【資 1】 

 

⑫「諸課各専務及人民え達簿」明治 5年 

【明い 33（53）】 

 

⑨「判任履歴表」明治 8年 10月 

【明え 133（1）】 



 

 

 

                            

 

          

      

          

 

簿
書
保
存
規
程
の
制
定 

   

明
治
十
九
年
七
月
、
地
方
官
官
制
が
公
布
さ
れ
、
知
事
は

国
の
法
令
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
府
県
令
の
発
布
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
同
年
八
月
よ
り
布
達
は
県
令

と
改
め
ら
れ
、
そ
の
他
の
達
も
、
訓
令
・
庁
中
令
な
ど
に
な

り
ま
し
た
。
布
達
書
の
頒
布
は
な
く
な
り
、
そ
の
後
は
「
滋

賀
県
公
報
」
を
通
じ
て
、
県
の
法
令
が
周
知
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

 

明
治
十
九
年
十
二
月
に
は
、
簿
書
保
存
規
程
が
制
定
さ
れ

ま
す
。
全
て
の
簿
冊
に
重
要
度
に
応
じ
た
保
存
期
限
が
明
記

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
第
一
種
は
永
久
、
第
二
種
は
一
〇
年

間
、
第
三
種
は
三
年
間
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
第
一
種
の
簿

冊
は
「
県
会
議
案
原
稿
」「
諸
達
訓
令
原
議
」「
本
県
統
計
書
」

な
ど
で
、
現
在
に
至
る
ま
で
県
庁
で
保
存
さ
れ
て
き
た
も
の

で
す
。
一
方
、
第
二
種
の
「
願
伺
書
」「
建
言
書
」
な
ど
や
、

第
三
種
の
「
庁
内
往
復
書
」「
統
計
材
料
」
な
ど
は
、
一
定
の

保
存
期
限
が
過
ぎ
れ
ば
廃
棄
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

明
治
二
十
三
年
五
月
に
起
き
た
ロ
シ
ア
皇
太
子
ニ
コ
ラ
イ

の
傷
害
事
件
（
大
津
事
件
）
は
、
本
来
も
て
な
す
側
の
県
官

員
に
よ
る
犯
行
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
県
庁
を
揺
る
が
す
大

事
件
と
な
り
ま
し
た
。
同
二
十
五
年
二
月
、
内
務
部
第
一
課

で
は
、
大
津
事
件
の
顛
末
を
ま
と
め
る
た
め
に
、
資
料
⑯
の

編
纂
を
開
始
し
、
宮
内
庁
や
大
津
裁
判
所
、
県
監
獄
署
な
ど

か
ら
関
係
書
類
を
収
集
し
ま
し
た
。
同
年
末
に
は
稿
本
が
完

成
し
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
「
当
庁
ノ
記
録
」
と
し
て
利
用
さ

れ
、
広
く
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

⑯「露国皇太子殿下御遭難記事」 

明治 25年【明か 23（1）】 

 

⑭「簿書保存規程」明治 19年 12月 28日 

【明い 167合本 1（49）】 

 

⑮「滋賀県沿革略誌（草案）」明治 23年 6月 

【明お 40（1）】 

 

⑬「滋賀県公報」明治 19年 8月 4日 

（滋賀県蔵） 



 

 

 

                            

                            

類
別
整
理
の
は
じ
ま
り 

  

明
治
三
十
九
年
三
月
、
滋
賀
県
で
は
富
山
・
石
川
・
福
井

三
県
に
職
員
を
派
遣
し
、
文
書
事
務
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま

す
。
資
料
⑰
は
そ
の
翌
年
、
京
都
・
大
阪
な
ど
一
八
府
県
に

送
付
し
た
照
会
文
で
す
。
そ
の
起
案
文
に
は
、
滋
賀
県
で
は

書
類
の
編
纂
方
法
が
「
単
簡
」
に
過
ぎ
、
後
日
書
類
を
探
す

上
で
「
苦
難
ノ
点
」
が
あ
る
の
で
、
各
府
県
の
書
類
編
纂
規

程
を
参
考
に
し
た
い
と
い
う
調
査
意
図
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
滋
賀
県
で
は
、
数
年
間
に
わ
た
っ
て
各
府
県
の
視
察

を
行
い
、
文
書
事
務
の
抜
本
的
な
改
革
を
目
指
し
ま
す
。 

 

文
書
事
務
上
の
課
題
は
ハ
ー
ド
面
に
も
あ
り
ま
し
た
。
資

料
⑱
に
よ
れ
ば
、
従
来
滋
賀
県
に
は
専
用
の
文
書
庫
が
な
く
、

県
庁
三
階
の
一
室
を
あ
て
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
年
々

保
存
が
必
要
な
簿
冊
は
増
え
続
け
、
知
事
官
房
文
書
係
（
旧

簿
書
専
務
）
は
、「
簿
書
保
存
倉
庫
」
新
築
費
約
五
八
三
四
円

を
、
明
治
四
十
一
年
度
予
算
と
し
て
要
求
。
あ
い
に
く
、
こ

の
時
点
の
査
定
は
通
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
四
年
後
に

は
無
事
に
県
会
で
可
決
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

明
治
末
か
ら
の
検
討
を
踏
ま
え
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）

八
月
、
滋
賀
県
は
文
書
編
纂
保
存
規
程
を
定
め
ま
す
。
大
き

な
特
徴
と
し
て
は
、
各
課
の
文
書
を
「
類
別
整
理
」
し
て
保

存
す
る
と
い
う
点
で
す
。
資
料
⑲
は
そ
の
類
別
表
で
、「
例
規
」

「
職
員
進
退
」
な
ど
文
書
の
類
別
ご
と
に
、
番
号
が
振
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
以
降
、
文
書
庫
に
引
き
継
が
れ
た
文
書
は
、

類
別
ご
と
に
文
書
箱
に
入
れ
て
保
存
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

文
書
事
務
の
大
幅
な
効
率
化
が
図
ら
れ
ま
し
た
。 

⑰「書類編纂ニ関スル件」明治 40年 9月 20日 

【明お 63（14）】 

⑱「簿書保存倉庫建設ノ件」 

明治 40年 8月 14日【明お 61（30）】 

⑲「保存文書類別表」大正 7年 8月 14日 

【大お 6（1）】 

⑳「庁内図書室図書目録案」大正 7年 8月 14日 

【大お 6（4）】 

 



 

 

 

                            

                            

郡
町
村
の
文
書
管
理 

  

県
庁
で
進
め
ら
れ
た
「
類
別
整
理
」
は
、
郡
や
町
村
で
も

導
入
さ
れ
ま
し
た
。
資
料
㉑
は
県
が
制
定
し
た
郡
役
所
の
新

た
な
文
書
規
程
で
、
一
つ
の
事
件
が
完
結
し
た
際
は
「
一
件

書
類
」
を
取
り
ま
と
め
、
書
類
の
右
肩
欄
外
に
、
部
門
（
係
）

名
、
類
別
番
号
、
保
存
種
別
（
保
存
年
限
の
種
類
）
を
記
入

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
保
存
種
別
は
、
県
と
同

様
に
永
年
・
一
〇
年
・
三
年
の
三
種
に
分
け
ら
れ
ま
し
た
が
、

文
書
類
別
は
事
務
の
増
減
に
と
も
な
っ
て
変
動
す
る
こ
と
か

ら
、
適
宜
独
自
に
設
定
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

大
正
十
年
九
月
よ
り
県
は
、
近
年
町
村
の
調
査
報
告
が
遅

延
し
て
い
る
の
は
、
文
書
整
理
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
郡

役
所
に
度
々
そ
の
改
善
を
命
じ
て
い
ま
す
。
翌
十
一
年
八
月

に
は
「
町
村
文
書
取
扱
順
序
」
を
制
定
し
、
郡
役
所
の
指
導

で
町
村
役
場
の
整
理
状
況
は
、
漸
次
改
善
に
向
か
っ
た
よ
う

で
す
。
郡
ご
と
に
町
村
文
書
分
類
表
が
作
成
さ
れ
、「
類
別
整

理
」
の
観
点
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。 

 

資
料
㉓
は
、
県
が
内
閣
書
記
官
に
提
出
し
た
文
書
整
理
の

報
告
書
で
す
。
国
立
公
文
書
館
に
も
、
提
出
書
類
が
保
存
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
あ
る
一
つ
の
県
の
文
書
整
理
に
関
す
る
簿

冊
は
、
滋
賀
県
の
み
の
よ
う
で
す
。
明
治
末
以
来
の
県
・
郡
・

町
村
に
お
け
る
文
書
整
理
の
実
績
を
、
自
ら
「
見
ル
ベ
キ
モ

ノ
ア
リ
」
と
評
価
し
て
お
り
、
自
信
の
ほ
ど
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
当
時
は
公
文
書
が
「
県
民
の
も
の
」
と
い

う
意
識
に
は
乏
し
か
っ
た
も
の
の
、
行
政
事
務
を
円
滑
に
進

め
る
上
で
、
今
と
同
様
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。 

㉓「文書整理ニ関スル件報告」 

大正 13年 11月 15日【大こ 29（22）】 

 

㉒「町村役場文書整理之栞」大正 13年 9月 

【明い 254合本 2（7）】 

㉑「郡役所文書往復編纂保存規程準則」 

大正 9年 12月 4日【大あ 45（79）】 

㉔「保存文書整理完成シタル県下ノ町村役場簿冊蔵置所」 

大正期【資 609】 



 

 

 

               

【展示関連年表】 

西暦 元号 月 日 出来事 展示資料 

1868 慶応 4 
閏 4 25 大津県が設置される   

5 8 大津県書記に湯浅常太郎が任じられる ①② 

1869 明治 2 8 23 湯浅常太郎が大津県に解職される   

1871 明治 4 12 25 伊藤紀が大津県筆記に任じられる ③ 

1872 明治 5 

1 19 大津県が滋賀県と改称する   

3 10 伊藤紀ら 6名が庶務課簿書専務に任じられる ④ 

9 22 布達番号簿が初めて用いられる ⑦ 

- - 諸課各専務及人民え達簿が編製される ⑫ 

1873 明治 6 8 3 滋賀県の鈐印（捺印）体式が改正される ➄ 

1875 明治 8 

4 30 太政官が記録文書の保存を求める達を府県に出す ⑨ 

5 12 伊藤紀が布達書校正の件で免罪となる ⑥ 

5 - 県印譜が編製される ⑩ 

10 - 判任履歴表が編製される ⑨ 

1877 明治 10 - - 県日誌が編製される ⑪ 

1886 明治 19 
8 4 県公報第 1号が刊行される ⑬ 

12 28 簿書保存規程が制定される ⑭ 

1890 明治 23 9 18 滋賀県沿革略誌が刊行される ⑮ 

1892 明治 25 - - 露国皇太子殿下御遭難記事が編纂される ⑯ 

1907 明治 40 9 20 県が京都・大阪など 18府県に文書事務の照会を行う ⑰ 

1911 明治 44 11 15 簿書保存倉庫建設予算が県会で可決される ⑱ 

1918 大正 7 
8 14 文書編纂保存規程が定められる ⑲ 

8 22 庁内図書室が開設される ⑳ 

1920 大正 9 12 4 郡役所文書往復編纂保存規程準則が制定される ㉑ 

1922 大正 11 8 29 町村文書取扱順序が公布される ㉒ 

1924 大正 13 11 15 県が内閣書記官に「文書整理ニ関スル件報告」を提出する ㉓ 

 - 大正期 - - 町村役場簿冊蔵置所の写真帳が作成される ㉔ 

Tel 077-528-3126 

Fax 077-528-4813 

Mail archives@pref.shiga.lg.jp 

 

「滋賀県公文書等の管理に関する条例案に係る議案の提出について」 

平成31年 1月11日（滋賀県蔵） 


